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姫路市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

駅南土地区画整理事業（姫

路駅南西地区）（土地区画

整理事業） 

 

【内容】 

・面積：約7.4ha 

・区画道路 

（幅員4.0m～11.5m） 

 延長：1,584m 

・特殊道路 

（横断歩道橋：現況利用） 

 延長：86m 

・公園（街区公園2箇所） 

 面積：2,250㎡ 

 

【実施時期】 

 H19～H33 

姫路市  姫路駅の南西に位置する本地

区において、地区東側では JR山

陽本線等連続立体交差事業に関

連する山陽電鉄線の移設によ

り、旧山陽電鉄線用地が帯状に

残り、有効な土地利用が行われ

ていない状況下で、公共施設の

整備も不十分なまま市街化して

いた。 

 そこで、前計画から継続して

実施している土地区画整理事業

の施行により、都心部にふさわ

しい計画的な市街地として再生

することを目的として、都市基

盤施設の整備改善を行い宅地の

利用増進を図る。 

 JR山陽本線等連続立体交差事

業の進展により南北市街地の一

体化が進む中、JR南側区域での

都市基盤施設の整備を進めるこ

とにより、街なか居住や新たな

商業機能の立地が促進されるた

め、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

【現況航空写真（平成 26年度撮

影）】 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H31 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地 

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

駅南土地区画整理事業（姫

路駅南西地区）（土地区画

整理事業） 

 

【内容】 

・面積：約7.4ha 

・区画道路 

（幅員4.0m～11.5m） 

 延長：1,584m 

・特殊道路 

（横断歩道橋：現況利用） 

 延長：86m 

・公園（街区公園2箇所） 

 面積：2,250㎡ 

 

【実施時期】 

 H19～H33 

姫路市  姫路駅の南西に位置する本地

区において、地区東側では JR山

陽本線等連続立体交差事業に関

連する山陽電鉄線の移設によ

り、旧山陽電鉄線用地が帯状に

残り、有効な土地利用が行われ

ていない状況下で、公共施設の

整備も不十分なまま市街化して

いた。 

 そこで、前計画から継続して

実施している土地区画整理事業

の施行により、都心部にふさわ

しい計画的な市街地として再生

することを目的として、都市基

盤施設の整備改善を行い宅地の

利用増進を図る。 

 JR山陽本線等連続立体交差事

業の進展により南北市街地の一

体化が進む中、JR南側区域での

都市基盤施設の整備を進めるこ

とにより、街なか居住や新たな

商業機能の立地が促進されるた

め、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

 

 
【現況航空写真（平成 22年度撮

影）】 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H31 
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姫路駅東地区歩行者デッ

キ整備事業 

 

【内容】 

 5箇所 

［接続デッキ整備］ 

駅ビル、Ａブロック間 

 延長：20m、幅員：4m 

Ａ、Ｂブロック間 

 延長：36m、幅員：4m 

Ｂ、Ｃブロック間 

 延長：18m、幅員：4m 

Ｃブロック内 

 延長：28m、幅員：4m 

Ｃ、Ｄブロック間 

 延長：42m、幅員：4m 

 

【実施時期】 

 H26～H30 

 

姫路市  姫路駅から「イベントゾーン」

（東方面）を歩行者デッキで結

ぶことにより、都心部における

集客力の向上と、うるおいあふ

れる都心空間の形成を図り、駅

を中心とした街なかのにぎわい

と回遊性の向上を図るものであ

り、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H30 

 

大手前通り（十二所前線以

北）再整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

姫路駅南駅前広場再整備

事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

姫路駅周辺土地区画整理

事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

都心環状道路網の整備 

 

【内容】 

・内々環状南線 

 延長：160m 幅員：20m 

・内環状東線 

 延長：400m 幅員：30m 

 

姫路市  中心市街地及び都心部への通

過交通を排除し、集散交通を円

滑にするため、中環状、内環状、

内々環状道路を骨格とした関連

道路整備を図るものであり、JR

山陽本線等連続立体交差事業と

一体的に道路整備を行い、姫路

駅周辺の交通軸の確保を行うも

のである。 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

H29～H33 

 

姫路駅東地区歩行者デッ

キ整備事業 

 

【内容】 

 5箇所 

［接続デッキ整備］ 

駅ビル、Ａブロック間 

 延長：20m、幅員：4m 

Ａ、Ｂブロック間 

 延長：36m、幅員：4m 

Ｂ、Ｃブロック間 

 延長：18m、幅員：4m 

Ｃブロック内 

 延長：28m、幅員：4m 

Ｃ、Ｄブロック間 

 延長：42m、幅員：4m 

 

【実施時期】 

 H26～H29 

 

姫路市  姫路駅から「イベントゾーン」

（東方面）を歩行者デッキで結

ぶことにより、都心部における

集客力の向上と、うるおいあふ

れる都心空間の形成を図り、駅

を中心とした街なかのにぎわい

と回遊性を図るものであり、中

心市街地の活性化に必要な事業

である。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H29 

 

大手前通り（十二所前線以

北）再整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

姫路駅南駅前広場再整備

事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

姫路駅周辺土地区画整理

事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

都心環状道路網の整備 

 

【内容】 

・内々環状南線 

 延長：160m 幅員：20m 

・内環状東線 

 延長：400m 幅員：30m 

 

姫路市  中心市街地及び都心部への通

過交通を排除し、集散交通を円

滑にするため、中環状、内環状、

内々環状道路を骨格とした関連

道路整備を図るものであり、JR

山陽本線等連続立体交差事業と

一体的に道路整備を行い、姫路

駅周辺の交通軸の確保を行うも

のである。 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

H27～H31 
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【実施時期】 

 H21～H33 

 都心交通を円滑化するととも

に、安全で快適な歩行者動線を

確保することにより、自動車・

歩行者・自転車の利用環境の向

上、回遊性の向上などを図るも

のであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

 

※図表（略） 

 

ＪＲ姫路駅東側自由通路

整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

電線類地中化事業 

 

【内容】 

・内々環状南線 

 延長：320m 

・内環状東線 

 延長：800m 

 

【実施時期】 

H21～H33 

 

姫路市  中心市街地における安全かつ

円滑な道路交通の確保及び都市

景観の向上を目的として、電線

類地中化を実施する事業であ

る。 

 中心市街地の魅力を高め、来

街者の回遊性の向上や滞在時間

の増大などを図るものであり、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

H29～H33 

 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

姫路駅南駅前広場整備検

証社会実験 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

姫路駅南駅前広場周辺ま

ちなみ整備事業 

 

【内容】 

 植栽・舗装美装化 

 面積：4,800㎡ 

 

【実施時期】 

 H31～H33 

 

姫路市  姫路駅周辺の整備効果を促進

し、内々環状道路内での人にや

さしい環境づくりを推進するた

め、姫路駅南駅前広場の整備の

後に、内々環状線内についても、

姫路の玄関口に相応しい、一体

的かつ魅力ある美しい都市空間

を目指し、来街者の利便性およ

び回遊性の向上などを目指すも

のであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

 

  

 

【実施時期】 

 H21～H33 

 都心交通を円滑化するととも

に、安全で快適な歩行者動線を

確保することにより、自動車・

歩行者・自転車の利用環境の向

上、回遊性の向上などを図るも

のであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

 

※図表（略） 

 

ＪＲ姫路駅東側自由通路

整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

電線類地中化事業 

 

【内容】 

・内々環状南線 

 延長：320m 

・内環状東線 

 延長：800m 

 

【実施時期】 

H21～H33 

 

姫路市  中心市街地における安全かつ

円滑な道路交通の確保及び都市

景観の向上を目的として、電線

類地中化を実施する事業であ

る。 

 中心市街地の魅力を高め、来

街者の回遊性の向上や滞在時間

の増大などを図るものであり、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

H27～H31 

 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

姫路駅南駅前広場整備検

証社会実験 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

姫路駅南駅前広場周辺ま

ちなみ整備事業 

 

【内容】 

 植栽・舗装美装化 

 面積：4,800㎡ 

 

【実施時期】 

 H29～H31 

 

姫路市  姫路駅周辺の整備効果を促進

し、内々環状道路内での人にや

さしい環境づくりを推進するた

め、姫路駅南駅前広場の整備の

後に、内々環状線内についても、

姫路の玄関口に相応しい、一体

的かつ魅力ある美しい都市空間

を目指し、来街者の利便性およ

び回遊性の向上などを目指すも

のであり、中心市街地の活性化

に必要な事業である。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

キャスティ 21 イベントゾ

ーン整備事業 

 

【内容】 

 施設整備 

 面積：6.6ha 

 

【実施時期】 

H27～H32 

姫路市 キャスティ 21 イベントゾー

ンは、JR山陽本線等連続立体交

差事業や姫路駅周辺土地区画整

理事業により JR 姫路駅の東部

に新たに生み出された、約 6.6ha

の広大な街区であり、人々が回

遊する新たな動線を形成し、に

ぎわいのある都心づくりを目指

している。 

新計画において、姫路駅の東

西に広がる新しい人の流れを創

出する文化・交流施設、コンベ

ンション・展示施設、高等教育

施設等を整備することにより、

本市の集客力を高め、居住魅力

の向上を図る事業であり、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H29 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（キャス

ティ 21 イベン

トゾーン周辺

地区）） 

H30～H32 

社会資本整備

総合交付金（暮

らし・にぎわい

再生事業（キャ

スティ 21 イベ

ントゾーン地

区）） 

H29～H32 

 

 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

キャスティ21コアゾーン

（Ｃブロック）整備事業 

 

【内容】 

 キャスティ21コアゾー

ン内のＣブロックにお

いて、医療系分野を中心

とした専門学校などを

整備する。 

 

㈻神戸滋慶

学園 

 キャスティ 21コアゾーンは、

JR 姫路駅周辺において JR 山陽

本線等連続立体交差事業と一体

的に進めている「姫路駅周辺土

地区画整理事業」により JR姫路

駅の東側に新たに生み出された

広大な街区であり、Ｃブロック

において、医療系分野を中心と

した専門学校を整備する。 

 あわせて、高齢者住宅、保育

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

キャスティ 21 イベントゾ

ーン整備事業 

 

【内容】 

 施設整備 

 面積：6.6ha 

 

【実施時期】 

H27～H32 

姫路市 キャスティ 21 イベントゾー

ンは、JR山陽本線等連続立体交

差事業や姫路駅周辺土地区画整

理事業により JR 姫路駅の東部

に新たに生み出された、約 6.6ha

の広大な街区であり、人々が回

遊する新たな動線を形成し、に

ぎわいのある都心づくりを目指

している。 

新計画において、姫路駅の東

西に広がる新しい人の流れを創

出する文化・交流施設、コンベ

ンション・展示施設、高等教育

施設等を整備することにより、

本市の集客力を高め、居住魅力

の向上を図る事業であり、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

 

 

 

 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H31 

社会資本整備

総合交付金（暮

らし・にぎわい

再生事業（キャ

スティ 21 イベ

ントゾーン地

区）） 

H29～H32 

 

 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

キャスティ21コアゾーン

（Ｃブロック）整備事業 

 

【内容】 

 キャスティ21コアゾー

ン内のＣブロックにお

いて、医療系分野を中心

とした専門学校などを

整備する。 

 

㈻神戸滋慶

学園 

 キャスティ 21コアゾーンは、

JR 姫路駅周辺において JR 山陽

本線等連続立体交差事業と一体

的に進めている「姫路駅周辺土

地区画整理事業」により JR姫路

駅の東側に新たに生み出された

広大な街区であり、Ｃブロック

において、医療系分野を中心と

した専門学校を整備する。 

 あわせて、高齢者住宅、保育
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【実施時期】 

 H26～H30 

 

所、クリニックなどを整備する

ことにより、にぎわいとうるお

いにあふれたまちづくりを実現

し、街なかのにぎわい創出と回

遊性の向上を図るものであり、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

街なかマナーアップ向上

事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

市民活動・ボランティアサ

ポートセンター運営事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

人権啓発センター運営事

業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

駅南土地区画整理事業（姫

路駅南西地区）（土地区画

整理事業）（再掲） 

 

【内容】 

・面積：約7.4ha 

・区画道路 

（幅員4.0m～11.5m） 

 延長：1,584m 

・特殊道路 

（横断歩道橋：現況利用） 

 延長：86m 

・公園（街区公園2箇所） 

 面積：2,250㎡ 

 

姫路市  姫路駅の南西に位置する本地

区において、地区東側では JR山

陽本線等連続立体交差事業に関

連する山陽電鉄線の移設によ

り、旧山陽電鉄線用地が帯状に

残り、有効な土地利用が行われ

ていない状況下で、公共施設の

整備も不十分なまま市街化して

いた。 

 そこで、前計画から継続して

実施している土地区画整理事業

の施行により、都心部にふさわ

しい計画的な市街地として再生

することを目的として、都市基

盤施設の整備改善を行い宅地の

利用増進を図る。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H31 

 

【実施時期】 

 H26～H29 

 

所、クリニックなどを整備する

ことにより、にぎわいとうるお

いにあふれたまちづくりを実現

し、街なかのにぎわい創出と回

遊性の向上を図るものであり、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

街なかマナーアップ向上

事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

市民活動・ボランティアサ

ポートセンター運営事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

人権啓発センター運営事

業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一 

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

駅南土地区画整理事業（姫

路駅南西地区）（土地区画

整理事業）（再掲） 

 

【内容】 

・面積：約7.4ha 

・区画道路 

（幅員4.0m～11.5m） 

 延長：1,584m 

・特殊道路 

（横断歩道橋：現況利用） 

 延長：86m 

・公園（街区公園2箇所） 

 面積：2,250㎡ 

 

姫路市  姫路駅の南西に位置する本地

区において、地区東側では JR山

陽本線等連続立体交差事業に関

連する山陽電鉄線の移設によ

り、旧山陽電鉄線用地が帯状に

残り、有効な土地利用が行われ

ていない状況下で、公共施設の

整備も不十分なまま市街化して

いた。 

 そこで、前計画から継続して

実施している土地区画整理事業

の施行により、都心部にふさわ

しい計画的な市街地として再生

することを目的として、都市基

盤施設の整備改善を行い宅地の

利用増進を図る。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H31 
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【実施時期】 

 H19～H33 

 JR山陽本線等連続立体交差事

業の進展により南北市街地の一

体化が進む中、JR南側区域での

都市基盤施設の整備を進めるこ

とにより、街なか居住や新たな

商業機能の立地が促進されるた

め、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

【現況航空写真（平成 26年度撮

影）】 

キャスティ 21 イベントゾ

ーン整備事業（再掲） 

 

【内容】 

 施設整備 

 面積：6.6ha 

 

【実施時期】 

H27～H32 

姫路市 キャスティ 21 イベントゾー

ンは、JR山陽本線等連続立体交

差事業や姫路駅周辺土地区画整

理事業により JR 姫路駅の東部

に新たに生み出された、約 6.6ha

の広大な街区であり、人々が回

遊する新たな動線を形成し、に

ぎわいのある都心づくりを目指

している。 

新計画において、姫路駅の東

西に広がる新しい人の流れを創

出する文化・交流施設、コンベ

ンション・展示施設、高等教育

施設等を整備することにより、

本市の集客力を高め、居住魅力

の向上を図る事業であり、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H29 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（キャス

ティ 21 イベン

トゾーン周辺

地区）） 

H30～H32 

社会資本整備

総合交付金（暮

らし・にぎわい

再生事業（キャ

スティ 21 イベ

ントゾーン地

区）） 

H29～H32 

 

 

（２）②略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 目標達成のための位置づけ 国以外の支援 その他 

【実施時期】 

 H19～H33 

 JR山陽本線等連続立体交差事

業の進展により南北市街地の一

体化が進む中、JR南側区域での

都市基盤施設の整備を進めるこ

とにより、街なか居住や新たな

商業機能の立地が促進されるた

め、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

 

 
【現況航空写真（平成 22年度撮

影）】 

キャスティ 21 イベントゾ

ーン整備事業（再掲） 

 

【内容】 

 施設整備 

 面積：6.6ha 

 

【実施時期】 

H27～H32 

姫路市 キャスティ 21 イベントゾー

ンは、JR山陽本線等連続立体交

差事業や姫路駅周辺土地区画整

理事業により JR 姫路駅の東部

に新たに生み出された、約 6.6ha

の広大な街区であり、人々が回

遊する新たな動線を形成し、に

ぎわいのある都心づくりを目指

している。 

新計画において、姫路駅の東

西に広がる新しい人の流れを創

出する文化・交流施設、コンベ

ンション・展示施設、高等教育

施設等を整備することにより、

本市の集客力を高め、居住魅力

の向上を図る事業であり、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

 

 

 

 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））） 

H27～H31 

社会資本整備

総合交付金（暮

らし・にぎわい

再生事業（キャ

スティ 21 イベ

ントゾーン地

区）） 

H29～H32 

 

 

（２）②略 

（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 目標達成のための位置づけ 国以外の支援 その他 
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及び必要性 措置の内容及

び実施時期 

の事項 

キャスティ21コアゾーン

（Ｃブロック）整備事業

（再掲） 

 

【内容】 

 キャスティ21コアゾー

ン内のＣブロックにお

いて、医療系分野を中心

とした専門学校などを

整備する。 

 

【実施時期】 

 H26～H30 

 

㈻神戸滋慶

学園 

 キャスティ 21コアゾーンは、

JR 姫路駅周辺において JR 山陽

本線等連続立体交差事業と一体

的に進めている「姫路駅周辺土

地区画整理事業」により JR姫路

駅の東側に新たに生み出された

広大な街区であり、Ｃブロック

において、医療系分野を中心と

した専門学校を整備する。 

 あわせて、高齢者住宅、保育

所、クリニックなどを整備する

ことにより、にぎわいとうるお

いにあふれたまちづくりを実現

し、街なかのにぎわい創出と回

遊性の向上を図るものであり、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

 

 

優良建築物等整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］（１）～（４）略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

コミュニティサイクル社

会実験事業 

 

【内容】 

 サイクルポート10箇所 

 自転車100台 

 

【実施時期】 

姫路市  地形的に平坦な都心部におけ

る公共交通の新たな端末交通手

段として、コミュニティサイク

ルの導入に向けた社会実験を実

施し、新計画期間中の本格実施

を目指すものであり、来街者の

利便性と回遊性の向上につなが

る中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区）） 

H27 

 

及び必要性 措置の内容及

び実施時期 

の事項 

キャスティ21コアゾーン

（Ｃブロック）整備事業

（再掲） 

 

【内容】 

 キャスティ21コアゾー

ン内のＣブロックにお

いて、医療系分野を中心

とした専門学校などを

整備する。 

 

【実施時期】 

 H26～H29 

 

㈻神戸滋慶

学園 

 キャスティ 21コアゾーンは、

JR 姫路駅周辺において JR 山陽

本線等連続立体交差事業と一体

的に進めている「姫路駅周辺土

地区画整理事業」により JR姫路

駅の東側に新たに生み出された

広大な街区であり、Ｃブロック

において、医療系分野を中心と

した専門学校を整備する。 

 あわせて、高齢者住宅、保育

所、クリニックなどを整備する

ことにより、にぎわいとうるお

いにあふれたまちづくりを実現

し、街なかのにぎわい創出と回

遊性の向上を図るものであり、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

 

 

 

優良建築物等整備事業 

（略） 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案 

内士育成等事業その他の中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］（１）～（４）略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

コミュニティサイクル社

会実験事業 

 

【内容】 

 サイクルポート13箇所 

 自転車120台 

 

【実施時期】 

姫路市  地形的に平坦な都心部におけ

る公共交通の新たな端末交通手

段として、コミュニティサイク

ルの導入に向けた社会実験を実

施し、新計画期間中の本格実施

を目指すものであり、来街者の

利便性と回遊性の向上につなが

る中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区）） 

H27 
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 H26～H27 

 

 

 

コミュニティサイクル事

業 

 

【内容】 

 サイクルポート22箇所 

 自転車200台 

 

【実施時期】 

 H28～H31 

 

姫路市  社会実験を踏まえ、地形的に

平坦な都心部における公共交通

の新たな端末交通手段として、

コミュニティサイクルを導入す

るものであり、来街者の利便性

と回遊性の向上につながる中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区（第 2

期））と一体の

効果促進事業） 

H28～H31 

 

姫路城周辺観光ループバ

ス事業 

 

【内容】 

 姫路駅を基点としたワ

ンコイン運賃で姫路城

周辺を巡るレトロ調ボ

ンネットバス「姫路城周

辺観光ループバス」を運

行する。 

 

・運行日： 

 毎日（1月1日から1月3

日除く）※12月～2月は

土・日・祝日のみ 

 ※1月1日～3日は運行 

・運行回数：平日16便 

      土日祝27便 

・料金：大人100円 

    小人50円 

 （一日乗車券は大人300

円、小人150円） 

 

【実施時期】 

 H10～H31 

 

神姫バス㈱  姫路城周辺観光ループバス

は、姫路駅と姫路城周辺の主要

観光施設間の移動を容易にする

ものであり、観光客の手軽な交

通手段として運行する本事業

は、中心市街地での回遊性の向

上や滞在時間の増加を図るもの

であり、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

 

※図表（略） 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

H27～H31 

 

（２）②～（４）略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

〔１〕略 

〔２〕中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

 H26～H27 

 

 

 

コミュニティサイクル事

業 

 

【内容】 

 サイクルポート18箇所 

 自転車145台 

 

【実施時期】 

 H28～H31 

 

姫路市  社会実験を踏まえ、地形的に

平坦な都心部における公共交通

の新たな端末交通手段として、

コミュニティサイクルを導入す

るものであり、来街者の利便性

と回遊性の向上につながる中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（姫路駅

周辺地区）と一

体の効果促進

事業） 

H28～H31 

 

姫路城周辺観光ループバ

ス事業 

 

【内容】 

 姫路駅を基点としたワ

ンコイン運賃で姫路城

周辺を巡るレトロ調ボ

ンネットバス「姫路城周

辺観光ループバス」を運

行する。 

 

・運行日： 

 毎日（1月1日から1月3

日除く）※12月～2月は

土・日・祝日のみ 

・運行回数：平日16便 

      土日祝27便 

・料金：大人100円 

    小人50円 

 （一日乗車券は大人300

円、小人150円） 

 

【実施時期】 

 H10～H31 

 

 

神姫バス㈱  姫路城周辺観光ループバス

は、姫路駅と姫路城周辺の主要

観光施設間の移動を容易にする

ものであり、観光客の手軽な交

通手段として運行する本事業

は、中心市街地での回遊性の向

上や滞在時間の増加を図るもの

であり、中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

 

※図表（略） 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

H27～H31 

 

（２）②～（４）略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

〔１〕略 

〔２〕中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 
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（２）略 

（３）開催状況    

年月日 会議（内容） 

平成 20 年 11 月 11 日 第 1 回総会（設立総会） 

平成 21 年 6 月 16 日 第 2 回総会（20 年度事業報告及び収支決算、21 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 21 年 8 月 12 日 第 3 回総会（前計画に対する意見等） 

平成 22 年 6 月 1 日 第 4 回総会（21 年度事業報告及び収支決算、22 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 23 年 3 月 23 日 第 5 回総会（役員選任） 

平成 24 年 3 月 9 日 第 6 回総会（22 年度事業報告及び収支決算、23 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 24 年 6 月 29 日 
第 7 回総会（23 年度事業報告及び収支決算、24 年度事業計画及び収支予算、

中活計画中間報告等） 

平成 24 年 10 月 22 日 第 8 回総会（前計画変更等） 

平成 25 年 3 月 14 日 第 9 回総会（前計画変更等） 

平成 26 年 3 月 31 日 
第 10 回総会（24 年度事業報告及び収支決算、25 年度事業計画及び収支予算、

前計画変更等） 

平成 26 年 7 月 30 日 
第 11 回総会（25 年度事業報告及び収支決算、26 年度事業計画及び収支予算、

新計画策定等） 

平成 26 年 10 月 23 日 第 12 回総会（新計画・前計画変更に対する意見等） 

平成 27 年 6 月 25 日 
第 13 回総会（26 年度事業報告及び収支決算、27 年度事業計画及び収支予算、

新計画変更に対する意見等） 

平成 27 年 10 月 23 日 第 14 回総会（新計画変更に対する意見等） 

平成 28 年 7 月 5 日 第 15 回総会（27 年度事業報告及び収支決算、28 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 28 年 10 月 17 日 第 16 回総会（新計画変更に対する意見等） 

平成 29 年 2 月 8 日 第 17 回総会（新計画変更に対する意見等） 

平成 29 年 7 月 31 日 第 18 回総会（28 年度事業報告及び収支決算、29 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 30 年 2 月 9 日 第 19 回総会（新計画変更に対する意見等） 

（４）略 

（５）略 

〔３〕略 

（２）略 

（３）開催状況    

年月日 会議（内容） 

平成 20 年 11 月 11 日 第 1 回総会（設立総会） 

平成 21 年 6 月 16 日 第 2 回総会（20 年度事業報告及び収支決算、21 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 21 年 8 月 12 日 第 3 回総会（前計画に対する意見等） 

平成 22 年 6 月 1 日 第 4 回総会（21 年度事業報告及び収支決算、22 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 23 年 3 月 23 日 第 5 回総会（役員選任） 

平成 24 年 3 月 9 日 第 6 回総会（22 年度事業報告及び収支決算、23 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 24 年 6 月 29 日 
第 7 回総会（23 年度事業報告及び収支決算、24 年度事業計画及び収支予算、

中活計画中間報告等） 

平成 24 年 10 月 22 日 第 8 回総会（前計画変更等） 

平成 25 年 3 月 14 日 第 9 回総会（前計画変更等） 

平成 26 年 3 月 31 日 
第 10 回総会（24 年度事業報告及び収支決算、25 年度事業計画及び収支予算、

前計画変更等） 

平成 26 年 7 月 30 日 
第 11 回総会（25 年度事業報告及び収支決算、26 年度事業計画及び収支予算、

新計画策定等） 

平成 26 年 10 月 23 日 第 12 回総会（新計画・前計画変更に対する意見等） 

平成 27 年 6 月 25 日 
第 13 回総会（26 年度事業報告及び収支決算、27 年度事業計画及び収支予算、

新計画変更に対する意見等） 

平成 27 年 10 月 23 日 第 14 回総会（新計画変更に対する意見等） 

平成 28 年 7 月 5 日 第 15 回総会（27 年度事業報告及び収支決算、28 年度事業計画及び収支予算等） 

平成 28 年 10 月 17 日 第 16 回総会（新計画変更に対する意見等） 

平成 29 年 2 月 8 日 第 17 回総会（新計画変更に対する意見等） 

新規追加  

新規追加  

（４）略 

（５）略 

〔３〕略 

 

 


